
特定信書便事業の概要及び参入状況（関東１都７県：本店所在地別）

＊関東１都７県の特定信書便事業者数は２３７者（令和８年６月２９日現在）

役 務 事業者数

●１号役務（大型信書便役務）
長さ、幅及び厚さの合計が７３ｃｍを超え、
又は重量が４ｋｇを超える大型の信書便物を送達する役務
例）本庁と支庁等の間の文書等配送便（巡回、定期集配サービス）

２００  

●２号役務（３時間役務）
信書便物が差し出された時から３時間以内にその信書便物を送達する役務
例）バイクや自転車等を利用した急送サービス

１９

●３号役務（高付加価値役務）
１通の料金の額が８００円を超える信書便物を送達する役務
例）メッセージカードや電報類似の配達サービス

９４

注：複数の役務を提供する事業者がいるため、役務別の事業者数と管内の事業者数は一致しません。

特定信書便事業とは以下の３つの役務のいずれかのサービスを提供する事業

茨城県：１０者

栃木県：２者

群馬県：１０者

埼玉県：１８者

千葉県：７者

東京都：１５１者

神奈川 ：３７者

山梨県： ２者

特定信書便事業の概要等

関東総合通信局管内の参入状況

＊関東管内の特定信書便事業者数は２３７者
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